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こ
く
ほ
こ
く
ほ
こ
く
ほ

茨 城 県
国民健康保険
被保険者証

氏 名
生 年 月 日
適用開始年月日
世帯主氏名

兼高齢受給者証

交付年月日

住 所
高齢受給者証発行期日

交付者の名称
及 び 印
保険者番号

有効期限 記号
番号
（枝番）

茨城県猿島郡
五霞町

五霞 太郎

令和 年 月 日

昭和２７年８月１日 性別 男
平成３０年４月１日 負担割合 ２割
五霞 太郎
猿島郡五霞町小福田１１６２番地１
令和４年８月１日
令和４年８月１日

見 本
茨

城

県

猿

島

郡

五
霞
町
印

ゴ カ タロウ

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
み
な
さ
ん
へ

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に

加
入
の
み
な
さ
ん
へ

【
8
月
1
日
か
ら
使
え
る
新
し
い
保

険
証
を
送
付
し
ま
す
】

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
を
７
月
中
旬
に
特
定
記
録
郵

便
で
、
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま

す
。

　
送
付
に
は
２
週
間
程
度
時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合

は
、
町
民
税
務
課
町
民
G
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
８
月

１
日
以
降
に
破
棄
ま
た
は
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

●
変
更
点

・�

有
効
期
限

　
令
和
６
年
８
月
１
日

　
～
令
和
７
年
7
月
31
日

●�

次
に
該
当
す
る
方
は
、
有
効
期
限

が
異
な
り
ま
す
。

①
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

・
１
日
生
ま
れ

　�

誕
生
月
以
降
の
保
険
証
は
、
誕
生

月
の
前
月
の
月
末
ま
で
に
送
付
し

ま
す
。

・
２
日
以
降
生
ま
れ

　�

誕
生
月
の
翌
月
以
降
の
保
険
証

は
、
誕
生
月
の
月
末
ま
で
に
送
付

し
ま
す
。

②
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

　�

誕
生
日
以
降
の
保
険
証
に
つ
い
て

は
、
誕
生
月
の
前
月
に
「
茨
城
県

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
交
付
の
際
に

は
、
町
か
ら
通
知
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

③
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
方

　�

有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
を
発
行

し
ま
す
。

　�

ま
た
、
特
別
な
理
由
が
な
く
、
１

年
以
上
保
険
税
を
滞
納
し
た
場
合

に
は
、
保
険
証
を
返
還
し
て
い
た

だ
き
、
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担

と
な
る
「
資
格
証
明
書
」
を
交
付

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●�

70
歳
以
上
の
方
に
は
、
高
齢
受
給
者

証
と
の
兼
用
証
を
送
付
し
ま
す
。

※
①�

負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※�

②
「
兼
高
齢
受
給
者
証
」
の
文
字

が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　�【
令
和
６
年
12
月
２
日
か
ら
紙
の
保

険
証
は
交
付
し
ま
せ
ん
】

　
紙
の
保
険
証
は
令
和
６
年
12
月
２

日
に
廃
止
さ
れ
、
廃
止
日
以
降
は
紙

の
保
険
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
12

月
２
日
以
降
は
マ
イ
ナ
保
険
証(

保
険

証
と
し
て
利
用
登
録
さ
れ
て
い
る
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド)

の
提
示
が
原
則

と
な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お

【
8
月
1
日
か
ら
使
え
る
新
し
い
保

険
証
を
送
付
し
ま
す
】

　
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
被

保
険
者
証
（
保
険
証
）
を
７
月
下
旬
に

普
通
郵
便
で
個
人
宛
に
送
付
し
ま
す
。

　
送
付
に
は
１
週
間
程
度
の
時
間
が

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合

は
、
町
民
税
務
課
町
民
G
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、
８
月

１
日
以
降
に
破
棄
ま
た
は
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

○
有
効
期
限
　
令
和
７
年
７
月
31
日

　
令
和
６
年
度
に
住
民
税
非
課
税
世

帯
と
な
っ
た
方
は
、
町
民
税
務
課
町

民
G
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
医
療

機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
す
で
に
減
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

で
、
新
年
度
も
引
き
続
き
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
、
手
続
き
不
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

持
ち
で
な
い
人
に
は
、
資
格
確
認
書

を
交
付
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
減
額
認
定

証
）を
申
請
し
て
く
だ
さ
い

※①

６

７

６

※②




